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〇

○
規
　
　
　
　
　
則

　

大
分
県
長
者
原
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
利
用
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

大
分
県
規
則
第
六
十
五
号

　
　
　

大
分
県
長
者
原
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
利
用
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

大
分
県
長
者
原
オ
ー
ト
キ
ャ
ン
プ
場
利
用
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
規
則
第
四
十
二
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
七
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
八
月
二
十
一
日

二　

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

緑
の
工
房
な
な
ぐ
ら
す

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

葛　

西　

満
里
子

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

大
分
市
御
幸
町
十
六
組
の
一

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
一
般
の
人
々
に
対
し
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
、
人
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い
事
業
を
行
い
、

自
然
と
人
間
と
が
共
生
す
る
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
、
二
十
一
世
紀
の
明
る
い
社
会
構
築
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

六　

定
款
変
更
の
内
容

　
　

会
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

会
議
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項
の
変
更



平
成
三
十
年
九
月
四
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更

　
　

公
告
の
方
法
の
変
更

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号

　

次
の
興
行
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
青
少
年
の
健
全

な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ

れ
を
有
害
興
行
に
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

指
定
年
月
日

種　

類

題　
　
　
　
　

名

制

作

社

名

又
は
配
給
社
名

指　

定　

理　

由

平
三
〇
・

　



八
・
二
三

映　

画

来
訪
者
Ｘ　

痴
女
遊
戯

オ
ー
ピ
ー
映
画
　

著
し
く
青
少
年

の
性
的
感
情
を
刺

激
し
、
そ
の
健
全

な
育
成
を
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
。

〃

〃

妖
艶
ニ
ュ
ー
ハ
ー
フ　

快
楽
の
舌
戯

新
東
宝
映
画　

〃

〃

感
じ
る
つ
ち
ん
こ　

ヤ
リ
放
題
！

オ
ー
ピ
ー
映
画

〃

〃

寸
止
め
ス
ナ
ッ
ク　

め
す
酒
場

オ
ー
ピ
ー
映
画

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
の
概
要

　

１　



大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

ヤ
マ
ダ
電
機
テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
大
分
本
店




　
　
　
　

大
分
市
大
字
下
郡
字
下
鶴
三
千
六
百
十
二
番
一　

外　

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

山　

田　
　
　

昇

　
　
　
　
　

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
番
一
号

　

３　

変
更
し
た
事
項

　
　
　



大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の

　
　

氏
名

　
　
　
　

変
更
前　

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

山　

田　
　
　

昇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

群
馬
県
前
橋
市
日
吉
町
四
丁
目
四
十
番
地
の
一

　
　
　
　

変
更
後　

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代

表
取
締
役　

山　

田　
　
　

昇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
番
一
号

　
　
　



大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

　
　

は
代
表
者
の
氏
名

　
　
　
　

変
更
前　

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

山　

田　
　
　

昇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

群
馬
県
前
橋
市
日
吉
町
四
丁
目
四
十
番
地
の
一

　
　
　
　

変
更
後　

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

山　

田　
　
　

昇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
番
一
号

　

４　

変
更
の
年
月
日

　
　
　

平
成
二
十
年
七
月
一
日

二　

届
出
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
八
月
一
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
四
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四　

そ
の
他

　

　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一

年
一
月
四
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　



平
成
三
十
年
九
月
四
日

三

　

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
号

　

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

届
出
の
概
要

　

１　

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　

ヤ
マ
ダ
電
機
テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
大
分
本
店




　
　
　
　

大
分
市
大
字
下
郡
字
下
鶴
三
千
六
百
十
二
番
一　

外　

　

２　

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
電
機

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

山　

田　
　
　

昇

　
　
　
　
　

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
番
一
号

　

３　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　
　

㈠　

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
　
　
　

変
更
前　

二
千
七
百
六
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　

変
更
後　

五
千
百
六
十
七
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈡　



大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

　
　
　

⑴　

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

　
　
　
　
　

変
更
前　

駐
車
場
№
一　

建
物
内　

四
十
四
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　

駐
車
場
№
二　

建
物
東
側　

二
十
五
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　

駐
車
場
№
三　

隔
地
駐
車
場　

百
一
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
計　

百
七
十
台

　
　
　
　
　

変
更
後　

駐
車
場
№
一　

建
物
敷
地
内　

百
四
十
五
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　

駐
車
場
№
二　

隔
地
駐
車
場　

五
十
七
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
計　

二
百
二
台

　
　
　

⑵　

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

　
　
　
　
　

変
更
前　

建
物
内
北
側　

二
十
台

　
　
　
　
　

変
更
後　

建
物
内
北
側　

五
十
四
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
物
内
中
央　

十
三
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　

建
物
南
側　

八
台

　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
計　

七
十
五
台

　
　
　

⑶　

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

　
　
　
　
　

変
更
前　

建
物
内
南
西
側　
　

六
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　

変
更
後　

建
物
南
側　
　

三
十
一
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　

⑷　

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

　
　
　
　
　

変
更
前　

建
物
西
側　

八
十
八
立
方
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　

変
更
後　

隔
地
駐
車
場
東
側　

百
十
二
・
一
六
立
方
メ
ー
ト
ル

　
　

㈢　

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

　
　
　

⑴　

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

　
　
　
　
　

変
更
前　

開
店
時
刻　

午
前
十
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　

閉
店
時
刻　

午
後
九
時

　
　
　
　
　

変
更
後　

開
店
時
刻　

午
前
十
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　

閉
店
時
刻　

午
後
十
時

　
　
　

⑵　

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
　
　

変
更
前　

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分

　
　
　
　
　

変
更
後　

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分

　
　
　

⑶　

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

　
　
　
　
　

変
更
前　

駐
車
場
№
一　

二
箇
所　

建
物
敷
地
北
側
及
び
南
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　

駐
車
場
№
二　

二
箇
所　

建
物
敷
地
北
側
及
び
南
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　

駐
車
場
№
三　

一
箇
所　

隔
地
駐
車
場
北
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
計　

五
箇
所

　
　
　
　
　

変
更
後　

駐
車
場
№
一　

五
箇
所　

建
物
敷
地
北
側
及
び
南
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　

駐
車
場
№
二　

一
箇
所　

隔
地
駐
車
場
北
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
計　

六
箇
所

　

４　

変
更
す
る
年
月
日

　
　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
日

二　

届
出
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
八
月
一
日

三　

関
係
書
類
の
縦
覧

　

１　

縦
覧
期
間

大
分
県
報
（
告
示
）



平
成
三
十
年
九
月
四
日

四

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
四
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四　

そ
の
他

　

　

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一

年
一
月
四
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下

「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

　

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

宇
佐
市
安
心
院
町
萱
籠
字
須
崎
末
ヶ
谷
一
番
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

　
　
　

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
北

部
振
興
局
並
び
に
宇
佐
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）　

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
九
月
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
別
府
山

香
線

別
府
市
大
字
内
竈
字
森
谷
筋
一
九
五
二
番

三
か
ら

別
府
市
大
字
内
竈
字
金
丸
二
一
六
八
番
二

ま
で

前

メ
ー
ト
ル

二
七
・
八　
　

　

～
二
〇
・
八

メ
ー
ト
ル

四
〇
・
五

後

二
七
・
八　
　

　

～
一
九
・
六

四
〇
・
五

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
九
月
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

県
道
鳥
越
湯

布
院
線

宇
佐
市
安
心
院
町
筌
ノ
口
字

笛
太
郎
一
六
七
二
番
地
先
か

ら宇
佐
市
安
心
院
町
筌
ノ
口
字

奥
谷
一
六
九
一
番
地
先
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

七
・
五　
　

～　

四
・
〇

メ
ー
ト
ル

四
七
・
〇

上

記

Ａ

及

び

Ｂ

は

、

関

係

図

面

に

表

示

す

る

敷

地

の

区

分

を

い

う
。

Ｂ

九
・
二　
　

～　

四
・
〇

五
四
・
九

後

Ａ

七
・
五　
　

～　

四
・
〇

四
七
・
〇



平
成
三
十
年
九
月
四
日

五

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
九
月
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
山
香
院

内
線

宇
佐
市
安
心
院
町
矢
津
字
其
田
一
一
五
番

一
地
先
か
ら

宇
佐
市
安
心
院
町
矢
津
字
其
田
九
五
番
地

先
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

九
・
八　
　

　

～　

八
・
四

メ
ー
ト
ル

六
三
・
五

後

一
一
・
九　
　

　

～
一
〇
・
九

六
三
・
五

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
九
月
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
宝
珠
山

日
田
線

日
田
市
大
字
小
野
字
梛
野
二
二
九
六
番
二

地
先
か
ら

日
田
市
大
字
小
野
字
大
石
二
三
六
四
番
三

ま
で

前

メ
ー
ト
ル

二
一
・
〇　
　

　

～　

八
・
〇

メ
ー
ト
ル

四
七
一
・
〇

日
田
市
大
字
小
野
字
梛
野
二
二
九
六
番
二

か
ら

日
田
市
大
字
小
野
字
大
石
二
三
六
四
番
一

ま
で

後

四
六
・
五　
　

～
一
三
・
五

四
六
〇
・
〇

大
分
県
報
（
告
示
）

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
九
月
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
新
城
山
香
線

豊
後
高
田
市
田
染
池
部
字
内
迫
一
三
九
〇
番
四
か
ら

豊
後
高
田
市
田
染
池
部
字
内
迫
一
三
九
八
番
三
ま
で

平
三
〇
・　

九
・　

四

豊
後
高
田
市
田
染
池
部
字
内
迫
一
四
〇
一
番
一
地
先
か

ら豊
後
高
田
市
田
染
池
部
字
五
反
田
一
八
五
三
番
二
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
九
月
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
鳥
越
湯
布
院
線

宇
佐
市
安
心
院
町
筌
ノ
口
字
笛
太
郎
一
六
七
二
番
地
先

か
ら

宇
佐
市
安
心
院
町
筌
ノ
口
字
奥
谷
一
六
九
一
番
地
先
ま

で

平
三
〇
・　

九
・　

四

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
九
月
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い



平
成
三
十
年
九
月
四
日

六

大
分
県
報
（
告
示
・
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
）

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
山
香
院
内
線

宇
佐
市
安
心
院
町
矢
津
字
其
田
一
一
五
番
一
地
先
か
ら

宇
佐
市
安
心
院
町
矢
津
字
其
田
九
五
番
地
先
ま
で

平
三
〇
・　

九
・　

四

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
九
月
四
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
宝
珠
山
日
田
線

日
田
市
大
字
小
野
字
梛
野
二
二
九
六
番
二
か
ら

日
田
市
大
字
小
野
字
大
石
二
三
六
四
番
一
ま
で

平
三
〇
・　

九
・　

四

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
二
号

　

衆
議
院
議
員
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
、
大
分
県
知
事
及
び
大
分
県
議
会
議
員
選
挙
執
行
規
程

（
昭
和
三
十
年
大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

葊

　

第
二
十
五
条
中
「
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
」
を
削
る
。

　

第
三
十
一
条
の
二
中
「
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
並
び
に
」
に
、
「
は
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
貼
ら
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
は
る
べ
き
」
を
「
貼
る
べ
き
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
同
条
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
」
を
「
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
並
び
に
」
に
改

め
る
。

　

第
三
十
二
条
の
見
出
し
中
「
は
る
」
を
「
貼
る
」
に
改
め
、
同
条
中
「
は
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
貼
ら
な
け

れ
ば
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
四
条
中
「
は
る
べ
き
」
を
「
貼
る
べ
き
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
号
様
式
の
備
考
２
中
「第

1
4
2
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号

」
を
「第

1
4
2
条
第
１
項
及
び
第
２

号
か
ら
第
４
号

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
適
用
区
分
）

２　

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
、
大
分
県
知
事
及
び
大
分

県
議
会
議
員
選
挙
執
行
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に

つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号

　

大
分
県
議
会
議
員
及
び
大
分
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
使
用
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作

成
並
び
に
大
分
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
ビ
ラ
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
大
分
県
選
挙
管

理
委
員
会
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

葊

　

題
名
及
び
第
一
条
中
「
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
並
び
に
大
分
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
ビ
ラ
」
を
「
並
び

に
ビ
ラ
及
び
ポ
ス
タ
ー
」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
一
号
様
式
そ
の
一
中
「平

成　
何　
年　
何　
月　
何　
日

」
を
「　
　

何
年
何
月
何
日

」
に
、

「平
成
何
年
何
月
何
日

」
を
「

　
　
何
年
何
月
何
日

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
中
「平

成
何
年
何
月
何

日

」
を
「

　
　
何
年
何
月
何
日

」
に
、
「何　

選
挙　
　
　
　
　
　
　

」
を
「何　

選
挙

（

　
何　

選
挙

区
）
」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三
中
「平

成　
何　
年　
何　
月　
何　
日

」
を
「

　
　
何
年
何
月
何
日

」

に
、
「平

成
何
年
何
月
何
日

」
を
「

　
　
何
年
何
月
何
日

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
号
様
式
そ
の
一
中
「及

び
ポ
ス
タ

ーの
作
成
並
び
に
大
分
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
ビ
ラ

」
を

「並
び
に
ビ
ラ
及
び
ポ
ス
タ

ー
」
に
、
「平

成
何
年
何
月
何
日

」
を
「

　
　
何
年
何
月
何
日

」
に
改
め
、
同

様
式
そ
の
二
中
「及

び
ポ
ス
タ

ーの
作
成
並
び
に
大
分
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
ビ
ラ

」
を
「並

び
に
ビ
ラ

及
び
ポ
ス
タ

ー
」
に
、
「平

成
何
年
何
月
何
日

」
を
「

　
　
何
年
何
月
何
日

」
に
、
「何　

選
挙　
　
　
　

　
　
　

」
を
「何　

選
挙

（何
選
挙
区

）
」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三
中
「及

び
ポ
ス
タ

ーの
作
成
並
び
に



平
成
三
十
年
九
月
四
日

七

大
分
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
ビ
ラ

」
を
「並

び
に
ビ
ラ
及
び
ポ
ス
タ

ー
」
に
、
「平

成
何
年
何
月
何
日

」

を
「

　
　
何
年
何
月
何
日

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
号
様
式
そ
の
一
中
「及

び
ポ
ス
タ

ーの
作
成
並
び
に
大
分
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
ビ
ラ

」
を

「並
び
に
ビ
ラ
及
び
ポ
ス
タ

ー
」
に
、
「平

成
何
年
何
月
何
日

」
を
「

　
　
何
年
何
月
何
日

」
に
改
め
、
同

様
式
そ
の
二
中
「及

び
ポ
ス
タ

ーの
作
成
並
び
に
大
分
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
ビ
ラ

」
を
「並

び
に
ビ
ラ

及
び
ポ
ス
タ

ー
」
に
、
「平

成
何
年
何
月
何
日

」
を
「

　
　
何
年
何
月
何
日

」
に
、
「何　

選
挙　
　
　
　

　
　
　

」
を
「何　

選
挙

（何
選
挙
区

）
」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
三
中
「及

び
ポ
ス
タ

ーの
作
成
並
び
に

大
分
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
ビ
ラ

」
を
「並

び
に
ビ
ラ
及
び
ポ
ス
タ

ー
」
に
改
め
、
「平

成
何
年
何
月
何

日

」
を
「

　
　
何
年
何
月
何
日

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
四
号
様
式
そ
の
一
か
ら
そ
の
三
ま
で
の
様
式
中
「平

成
何
年
何
月
何
日

」
を
「

　
　
何
年
何
月
何

日

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
四
号
様
式
の
二
中
「平

成
何
年
何
月
何
日

」
を
「

　
　
何
年
何
月
何
日

」
に
、
「何　

選
挙　
　

　
　
　
　
　

」
を
「何　

選
挙

（何
選
挙
区

）
」
に
、
同
様
式
備
考
４
⑴
中
「1

3
0
,0
0
0

枚
」
を

「イ　
大
分
県
知
事
の
選
挙　

1
3
0
,0
0
0
枚

　
　

に
改
め
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ロ　
大
分
県
議
会
議
員
の
選
挙　
1
6
,0
0
0
枚

」

　

別
記
第
五
号
様
式
中
「平

成
何
年
何
月
何
日

」
を
「

　
　
何
年
何
月
何
日

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
六
号
様
式
そ
の
一
か
ら
そ
の
三
ま
で
の
様
式
中
「及

び
ポ
ス
タ
ーの

作
成
並
び
に
大
分
県
知
事
の

選
挙
に
お
け
る
ビ
ラ

」
を
「並

び
に
ビ
ラ
及
び
ポ
ス
タ

ー
」
に
、
「平

成
何
年
何
月
何
日

」
を
「

　
　
何
年

何
月
何
日

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
適
用
区
分
）

２　

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
議
会
議
員
及
び
大
分
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
自
動

車
の
使
用
並
び
に
ビ
ラ
及
び
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
の
公
営
に
関
す
る
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の

日
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の

期
日
を
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

○
監
査
公
表

大
分
県
報
（
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
・
監
査
公
表
）

果
に
関
す
る
報
告
を
、
同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
3
0
年
９
月
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
監
査
委
員
　
　
首
　
　
藤
　
　
博
　
　
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
監
査
委
員
　
　
長
　
　
野
　
　
恭
　
　
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
監
査
委
員
　
　
元
　
　
𠮷
　
　
俊
　
　
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
監
査
委
員
　
　
馬
　
　
場
　
　
　
　
　
林

第
１
　
監
査
の
概
要

　
１
　
監
査
の
対
象

　
　
　
平
成
2
9
年
度
に
お
け
る
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行

　
２
　
監
査
の
実
施

　
　
　
知
事
部
局
の
2
4
地
方
機
関
（
振
興
局
、
県
税
事
務
所
及
び
土
木
事
務
所
）
、
企
業
局
及
び
病
院
局
に

つ
い
て
、
平
成
3
0
年
４
月
1
2
日
か
ら
８
月
７
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
実
施
し
た
。

　
　
　
な
お
、
監
査
対
象
機
関
ご
と
の
実
施
日
は
、
第
２
の
３
に
示
す
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
３
　
監
査
の
主
眼

　
　
　
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
公
平
・
公
正
な
立
場
で
、
基
本
と
な
る
会
計
・
経
理
の
正

確
性
、
合
規
性
は
も
と
よ
り
事
務
事
業
の
経
済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
の
観
点
か
ら
も
、
よ
り
実
効

性
の
上
が
る
監
査
を
実
施
し
た
。

第
２
　
監
査
の
結
果

　
　
　
監
査
を
実
施
し
た
2
6
機
関
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
下
表
に
示
す
と
お
り
1
2
機
関

に
お
い
て
、
５
件
の
指
摘
事
項
及
び
1
8
件
の
注
意
事
項
が
あ
っ
た
。

　
　
　
そ
の
他
の
1
4
機
関
に
お
い
て
は
、
指
摘
事
項
又
は
注
意
事
項
に
該
当
す
る
事
項
は
な
く
、
財
務
に
関

す
る
事
務
が
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
。

　
　
　
な
お
、
指
摘
事
項
と
注
意
事
項
の
区
分
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
⑴
　
指
摘
事
項
　

　
　
　
　
　
　
是
正
又
は
改
善
を
要
す
る
も
の
と
し
て
、
文
書
に
よ
り
厳
重
に
注
意
す
る
こ
と
が
適
当
と
認

め
ら
れ
る
も
の
で
、
概
ね
次
に
該
当
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
①
　
違
法
又
は
不
当
な
事
項
で
、
そ
の
程
度
が
重
大
な
も
の

　
　
　
　
　
　
②
　
故
意
又
は
重
大
な
過
失
が
認
め
ら
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
③
　
事
務
処
理
等
が
著
し
く
適
正
を
欠
く
も
の

　
　
　
　
　
　
④
　
著
し
く
経
済
性
、
効
率
性
、
有
効
性
に
欠
け
る
も
の

　
　
　
　
⑵
　
注
意
事
項
　

　
　
　
　
　
　
是
正
又
は
改
善
を
要
す
る
も
の
と
し
て
、
文
書
に
よ
り
注
意
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ

監
査
委
員
公
表
第
6
2
8
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
1
9
9
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
し
た
定
期
監
査
の
結
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四
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八

大
分
県
報
（
監
査
公
表
）

る
も
の
で
、
概
ね
次
に
該
当
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
①
　
違
法
又
は
不
当
な
事
項
で
、
そ
の
程
度
が
比
較
的
軽
微
な
も
の

　
　
　
　
　
　
②
　
過
失
が
認
め
ら
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
③
　
事
務
処
理
等
が
適
正
を
欠
く
も
の

　
　
　
　
　
　
④
　
経
済
性
、
効
率
性
、
有
効
性
に
欠
け
る
も
の

１
　
指
摘
事
項

監
査
対
象
機
関

監
　
　
査
　
　
結
　
　
果

（
知
事
部
局
・
土
木
建
築
部
）

豊
後
高
田
土
木
事
務
所

　
市
町
村
負
担
金
に
つ
い
て
、
土
木
事
業
に
係
る
市
町
村
負
担
金
徴
収

事
務
取
扱
要
領
で
定
め
る
各
期
日
ご
と
に
徴
収
せ
ず
に
、
全
額
を
第
３

期
分
と
し
て
一
括
し
て
徴
収
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

別
府
土
木
事
務
所

　
国
か
ら
譲
与
を
受
け
た
廃
川
敷
地
に
つ
い
て
、
長
年
に
わ
た
り
河
川

法
上
の
許
可
を
得
な
い
で
占
用
し
て
い
る
占
用
者
に
対
し
て
払
下
げ
等

の
協
議
を
十
分
に
行
っ
て
い
な
い
な
ど
、
廃
川
敷
地
の
管
理
が
不
適
正

な
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

佐
伯
土
木
事
務
所

　
港
湾
施
設
の
使
用
料
に
つ
い
て
、
使
用
す
る
全
期
間
に
応
じ
た
単
価

を
適
用
す
べ
き
と
こ
ろ
、
そ
の
算
定
を
誤
っ
た
こ
と
か
ら
、
過
小
に
徴

収
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

中
津
土
木
事
務
所

　
港
湾
施
設
の
使
用
料
に
つ
い
て
、
使
用
す
る
全
期
間
に
応
じ
た
単
価

を
適
用
す
べ
き
と
こ
ろ
、
許
可
し
た
期
間
ご
と
に
単
価
を
適
用
し
た
こ

と
か
ら
、
過
小
に
徴
収
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

　
港
湾
施
設
の
使
用
料
に
つ
い
て
、
債
権
管
理
簿
を
作
成
し
て
お
ら

ず
、
督
促
状
を
一
部
発
行
し
て
い
な
か
っ
た
ほ
か
、
完
納
後
に
金
額
が

確
定
し
た
延
滞
金
を
調
定
・
徴
収
し
て
い
な
い
な
ど
の
事
例
が
認
め
ら

れ
た
。

２
　
注
意
事
項

監
査
対
象
機
関

監
　
　
査
　
　
結
　
　
果

（
知
事
部
局
・
総
務
部
）

大
分
県
東
部
振
興
局

　
Ｅ
Ｔ
Ｃ
カ
ー
ド
の
管
理
に
つ
い
て
、
カ
ー
ド
を
紛
失
を
し
た
場
合

は
、
具
体
的
な
再
発
防
止
策
を
記
載
し
た
所
属
長
の
意
見
書
を
添
え

て
、
知
事
に
事
故
報
告
書
を
提
出
す
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
カ

ー
ド
を
紛
失
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
事
故
報
告
書
を
提
出
し
て
お
ら

ず
、
具
体
的
な
再
発
防
止
策
も
検
討
し
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

　
備
品
で
あ
る
放
牧
用
電
気
牧
柵
に
つ
い
て
、
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ

た
手
続
を
執
ら
ず
に
、
部
外
に
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
事
例
が
認
め
ら

れ
た
。

　
劇
物
に
つ
い
て
、
出
納
簿
等
に
受
払
の
記
録
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
施

錠
可
能
な
専
用
保
管
庫
で
は
な
い
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
に
長
期
間
に
わ
た
り

保
管
さ
れ
て
い
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

大
分
県
中
部
振
興
局

　
再
雇
用
非
常
勤
職
員
の
通
勤
費
用
弁
償
に
つ
い
て
、
日
額
の
算
定
を

誤
り
過
大
に
支
給
し
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

大
分
県
南
部
振
興
局

　
労
働
安
全
衛
生
委
員
会
に
つ
い
て
、
委
員
会
の
開
催
に
当
た
っ
て
は

可
能
な
限
り
委
員
全
員
の
出
席
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
過

年
度
よ
り
知
事
が
委
嘱
し
た
産
業
医
に
対
し
、
当
該
委
員
会
の
開
催
通

知
を
行
っ
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

　
野
生
鳥
獣
食
肉
等
利
活
用
推
進
事
業
に
つ
い
て
、
補
助
対
象
経
費
に

消
費
税
等
仕
入
控
除
税
額
が
含
ま
れ
て
い
る
か
の
確
認
が
十
分
に
行
わ

れ
て
お
ら
ず
補
助
金
の
過
大
支
給
と
な
っ
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ

た
。

大
分
県
西
部
振
興
局

　
行
政
財
産
の
家
屋
貸
付
料
に
つ
い
て
、
調
定
が
遅
延
し
た
た
め
に
要

領
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
徴
収
し
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

　
時
間
外
勤
務
手
当
に
つ
い
て
、
週
休
日
の
振
替
指
定
日
に
勤
務
を
命

じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
手
当
を
支
給
し
て
い
な
い
事
例
が

認
め
ら
れ
た
。

大
分
県
北
部
振
興
局

　
現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
証
紙
売
払
収
入
等
と
し
て
領
収
し
た
現

金
を
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間
を
超
え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払

い
込
ん
で
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

　
収
入
証
紙
に
つ
い
て
、
証
紙
売
払
収
入
額
が
証
紙
受
払
簿
の
払
出
額

よ
り
過
小
と
な
っ
て
お
り
、
証
紙
受
払
簿
上
の
残
高
と
保
管
残
高
が
一

致
し
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

（
知
事
部
局
・
土
木
建
築
部
）

豊
後
高
田
土
木
事
務
所

　
河
川
改
良
工
事
に
つ
い
て
、
協
議
書
に
よ
り
配
置
す
る
こ
と
を
承
諾

し
た
交
通
誘
導
警
備
員
に
係
る
経
費
を
計
上
し
て
お
ら
ず
、
積
算
額
が

過
小
と
な
っ
て
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。



平
成
三
十
年
九
月
四
日

九

大
分
県
報
（
監
査
公
表
・
公
告
）

佐
伯
土
木
事
務
所

　
労
働
安
全
衛
生
委
員
会
に
つ
い
て
、
委
員
会
の
開
催
に
当
た
っ
て
は

可
能
な
限
り
委
員
全
員
の
出
席
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
過

年
度
よ
り
知
事
が
委
嘱
し
た
産
業
医
に
対
し
、
当
該
委
員
会
の
開
催
通

知
を
行
っ
て
い
な
い
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

竹
田
土
木
事
務
所

　
役
務
提
供
契
約
に
つ
い
て
、
年
度
末
に
発
注
し
た
公
用
車
の
タ
イ
ヤ

交
換
及
び
修
繕
に
係
る
手
数
料
等
を
翌
年
度
の
予
算
で
支
払
っ
て
い
る

事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

　
現
金
出
納
事
務
に
つ
い
て
、
証
紙
売
払
収
入
と
し
て
領
収
し
た
現
金

を
会
計
規
則
に
定
め
ら
れ
た
期
間
を
超
え
て
指
定
金
融
機
関
等
に
払
い

込
ん
で
い
る
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

中
津
土
木
事
務
所

　
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
、
調
定
が

遅
延
し
た
た
め
に
条
例
で
定
め
る
期
日
ま
で
に
徴
収
し
て
い
な
い
事
例

が
認
め
ら
れ
た
。

宇
佐
土
木
事
務
所

　
道
路
占
用
料
に
つ
い
て
、
算
定
を
誤
っ
た
こ
と
か
ら
、
過
小
ま
た
は

過
大
に
徴
収
し
て
い
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

（
企
業
局
）

企
業
局

　
公
用
車
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
た
。

　
固
定
資
産
の
減
価
償
却
計
算
等
に
つ
い
て
、
正
確
性
を
欠
く
事
例
が

認
め
ら
れ
た
。

３
　
監
査
の
執
行
状
況

　
　
各
監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

監
査
対
象
機
関

監
　
査
　
実
　
施
　
日

別
府
県
税
事
務
所

平
成
3
0
年
６
月
1
2
日
、
平
成
3
0
年
６
月
2
9
日

大
分
県
税
事
務
所

平
成
3
0
年
６
月
1
2
日
か
ら
1
3
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
７
月
1
0
日

佐
伯
県
税
事
務
所

平
成
3
0
年
６
月
1
2
日
、
平
成
3
0
年
８
月
７
日

日
田
県
税
事
務
所

平
成
3
0
年
６
月
８
日
、
平
成
3
0
年
７
月
５
日

中
津
県
税
事
務
所

平
成
3
0
年
６
月
1
4
日
、
平
成
3
0
年
７
月
５
日

豊
後
大
野
県
税
事
務
所

平
成
3
0
年
６
月
1
5
日
、
平
成
3
0
年
８
月
７
日

大
分
県
東
部
振
興
局

平
成
3
0
年
５
月
1
6
日
か
ら
1
8
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
６
月
1
5
日

大
分
県
中
部
振
興
局

平
成
3
0
年
６
月
1
3
日
か
ら
1
5
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
７
月
1
0
日

大
分
県
南
部
振
興
局

平
成
3
0
年
５
月
2
3
日
か
ら
2
5
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
６
月
2
2
日

大
分
県
豊
肥
振
興
局

平
成
3
0
年
５
月
1
6
日
か
ら
1
8
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
６
月
1
4
日

大
分
県
西
部
振
興
局

平
成
3
0
年
５
月
3
0
日
か
ら
６
月
１
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
６
月
2
6
日

大
分
県
北
部
振
興
局

平
成
3
0
年
５
月
９
日
か
ら
1
1
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
６
月
８
日

豊
後
高
田
土
木
事
務
所

平
成
3
0
年
４
月
1
2
日
か
ら
1
3
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
５
月
1
1
日

国
東
土
木
事
務
所

平
成
3
0
年
４
月
1
2
日
か
ら
1
3
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
５
月
1
1
日

別
府
土
木
事
務
所

平
成
3
0
年
４
月
1
6
日
か
ら
1
7
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
５
月
2
2
日

大
分
土
木
事
務
所

平
成
3
0
年
４
月
1
8
日
か
ら
2
0
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
５
月
2
2
日

臼
杵
土
木
事
務
所

平
成
3
0
年
５
月
2
1
日
か
ら
2
2
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
６
月
2
2
日

佐
伯
土
木
事
務
所

平
成
3
0
年
４
月
2
5
日
か
ら
2
6
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
６
月
５
日

豊
後
大
野
土
木
事
務
所

平
成
3
0
年
４
月
2
5
日
か
ら
2
6
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
６
月
５
日

竹
田
土
木
事
務
所

平
成
3
0
年
５
月
2
1
日
か
ら
2
2
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
６
月
1
4
日

玖
珠
土
木
事
務
所

平
成
3
0
年
４
月
2
3
日
か
ら
2
4
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
５
月
3
0
日

日
田
土
木
事
務
所

平
成
3
0
年
４
月
2
3
日
か
ら
2
4
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
５
月
3
0
日

中
津
土
木
事
務
所

平
成
3
0
年
５
月
７
日
か
ら
８
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
６
月
１
日

宇
佐
土
木
事
務
所

平
成
3
0
年
４
月
1
8
日
か
ら
1
9
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
６
月
１
日

企
業
局

平
成
3
0
年
６
月
５
日
か
ら
７
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
６
月
2
8
日

病
院
局

平
成
3
0
年
６
月
５
日
か
ら
７
日
ま
で
、
平
成
3
0
年
６
月
2
9
日

○
公
　
　
　
　
　
告

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

　

　

日
田
市
大
字
田
島
字
畑
江
五
百
八
十
一
番
一
ほ
か
七
筆
及
び
五
百
八
十
三
番
七
地
先
里
道
並
び
に
大
字



平
成
三
十
年
九
月
四
日

一
〇

大
分
県
報
（
公
告
）

北
豆
田
字
平
ノ
下
千
四
百
五
十
二
番
一
ほ
か
四
筆
及
び
千
四
百
五
十
三
番
一
地
先
里
道

二　

開
発
区
域
の
面
積

　
　

五
千
七
十
三
・
〇
七
平
方
メ
ー
ト
ル

三　

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

　
　

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
東
平
尾
一
丁
目
十
番
一
号

　
　
　

株
式
会
社
天
領
バ
ス

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

武　

内　

一　

彦

四　

完
了
検
査
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
八
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

　

次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。　
　
　
　

　
　

平
成
三
十
年
九
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
立
病
院
長　
　

井　
　
　

上　
　
　

敏　
　
　

郎

一　

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

　
　

超
広
角
蛍
光
眼
底
造
影
及
び
狭
角
広
角
光
干
渉
断
層
撮
影
複
合
機
一
式
（
本
体
及
び
周
辺
機
器
の
搬

　

入
・
設
置
並
び
に
現
有
機
器
の
撤
去
・
処
分
を
含
む
。
）

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

大
分
県
立
病
院
事
務
局
会
計
管
理
課

　
　

大
分
市
大
字
豊
饒
四
百
七
十
六
番
地

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　

平
成
三
十
年
七
月
二
十
七
日　
　
　

四　

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
ア
ス
テ
ム　

代
表
取
締
役　

吉　

村　

次　

生　

　
　

大
分
市
西
大
道
二
丁
目
三
番
八
号

五　

落
札
金
額

　
　

四
千
三
十
九
万
二
千
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
含
む
。
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　

一
般
競
争
入
札

七　

一
般
競
争
入
札
を
公
告
し
た
日

　
　

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日


